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計画策定にとりかかる前に、参考となる資料、データを準備しましょう 

（資料） 

○ 平成１８年７月１０日 厚生労働省健康局 標準的な健診・保健指導

プログラム（暫定版） 

○ 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会資料 

下記ホームページよりダウンロードできます。 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#hoken 

○ 平成１８年１１月６日 第１回医療構造改革に係る都道府県会議 参

考資料５ 特定健診等に関するＱ＆Ａ 

 

（データ） 

○ 標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 様式３及び様式６にか

かるデータ 
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序章 計画策定にあたって 

１ 特定健診・特定保健指導の導入の趣旨 

平成１８年８月３０日に行われた「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に

関する検討会」における資料４の文章をそのまま使う 

 

２ 特定健診・保健指導の対象となる生活習慣病 

平成１８年８月３０日に行われた「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に

関する検討会」における資料２ ｐ３を参考にする 

特定健康診査・保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシンドローム（内

臓脂肪症候群）の該当者・予備群とする。 

 

３ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ２１をそのまま使う 

 

４ 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の基本的な

考え方について 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ８の図をそのまま使う 

 

５ 計画の性格 

 この計画は、国の特定健康診査等基本指針（法第１８条）に基づき、○○市町村国

民健康保険が策定する計画であり、都道府県医療費適正化計画と十分な整合性を

図るものとする。 

 

６ 計画の期間 

 この計画は５年を一期とし、第１期は平成２０年度から平成２４年度とし、５年ごとに

見直しを行う。 

 

７ 計画の目標値 

平成１８年８月３０日に行われた「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に

関する検討会」における資料２ ｐ３を参考にする 

 この計画の実行により、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備

群を平成２７年度までに２５％減少することを目標とする。
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第１章 健診の現状 

１ ○○市町村の特徴 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ１７４ 様式６－１に準じて表を作成 

 

２ 生活習慣病の治療状況 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ１５７～１６３ 様式３－１～様式３－

７に準じて表を作成、それぞれの項目に貼り付ける 

（１）生活習慣病全体の治療状況 

 

（２）糖尿病の治療状況 

 

（３）高血圧の治療状況 

 

（４）高脂血症の治療状況 

 

（５）虚血性心疾患の治療状況 

 

（６）脳梗塞の治療状況 

 

（７）人工透析の治療状況 

 

３ 被保険者の健康状況 

（１）健診受診状況 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ１８０ 様式６－７に準じて表を作成 

 

（２）健診有所見者状況 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ１７５～１７７ 様式６－２～６－５に

準じて表を作成 

 

（３）メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）のリスクの重複状況 

「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」ｐ１７８ 様式６－６に準じて表を作成 

 


